
（別 記） 

 

 議第１００号 平成３０年度京都市一般会計補正予算の一部を次のように修正する。 

 第１条第１項中「８，７６６，０００千円」を「８，６８９，０００千円」に，「７９３，２４

５，０００千円」を「７９３，１６８，０００千円」に改める。 

 第１表歳入の表１３繰入金の項中「５，２６３，６００」を「５，１８６，６００」に，「２１，

１２４，６９０」を「２１，０４７，６９０」に，「２０，５３１，８２８」を「２０，４５４，

８２８」に改め，同表歳入合計の項中「８，７６６，０００」を「８，６８９，０００」に，「７

９３，２４５，０００」を「７９３，１６８，０００」に改める。 

 第１表歳出の表２総務費の項を次のように改める。 

 1 議 会 費  
千円 

2,199,000 

千円 

△77,000 

千円 

2,122,000 

 1 議 会 費 2,199,000 △77,000 2,122,000 

 2 総 務 費  47,876,000 6,000 47,882,000 

 1 総 務 管 理 費 
10総務施設整備費 

31,143,463 
10,835,076 

2,000 
4,000 

31,145,463 
10,839,076 

 第１表歳出の表歳出合計の項中「８，７６６，０００」を「８，６８９，０００」に，「７９３，

２４５，０００」を「７９３，１６８，０００」に改める。 

 


